
令和７年度第２回人権尊重の社会づくり審議会 

 

                                 日 時：令和８年２月 17日（火） 

                                        15 時～17 時 

                                 場 所：県庁７階 ７-総-1 会議室 

 

 

会 次 第 

 

１ 開 会 

  あいさつ 

 

２ 議 事                                                            

    (1) 県人権教育・啓発基本計画に基づく取組について 

    ア 前回審議会での指摘事項等への対応 

     ・ 令和６年度の取組実績等について ･･････････ 資料１ 

 

          ・  企業におけるジェンダーに関する意識等の状況について 

 

･･･････････････ 資料２-１ 

資料２-２ 

 

    イ 令和８年度の取組予定（人権同和対策課） 

      ･･････････････････ 資料３ 

 

  (2) その他 

 

３  閉 会 

 

 

 

男女共同参画局 人権同和対策課 



 資料１ 

前回審議会での指摘事項等への対応 
・ 令和６年度の取組実績等について 

 
  【委員からの主な指摘事項】 

・ 取組実績報告の「事業成果」欄を充実させていただきたい。 

・ 今回の審議会において，取組実績の内容の充実について意見が出され

たことを各所管課につないでいただき，対応いただきたい。 

        

  【対応１】  

 ・ 「特定職業従事者に対する研修等の推進」の「施策の基本方向」 

を記載 
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鹿児島県人権教育・啓発基本計画（３次改定）より抜粋
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鹿児島県人権教育・啓発基本計画（３次改定）より抜粋



別紙２ 「基本計画（人権尊重の社会づくり条例第６条）」に係る取組実績

所属名 警務課

事業名 職務倫理教養の徹底
(取組名)

令和６年度 １ 職務倫理教養の目的
取組実績 警察業務は、職務の性質上、人権と深い関わりがあり、また業務を遂行す

る上で県民の信頼を得るために、職員一人一人が職責を自覚し、職務倫理を
保持する必要があることから、警察学校、警察本部及び警察署等において、
人権関係を含む職務倫理教養を継続的に実施

２ 実施状況
⑴ 部外講師による人権に関する教養

警察学校、警察本部及び警察署等において部外講師を招へいして、
女性、子供（少年）、高齢者、障害者、被害者、外国人、性的マイノ

リティ、ハラスメント等
の人権に関する教養（講話）を実施
※実施状況については以下のとおり。

1
女性相談支援センターの役割と

ＤＶの現状等
県女性相談支援センター 警察学校 21

2 同和問題（部落差別） 県人権同和対策課 警察学校 23

3 刑務所・拘置所の役割 鹿児島拘置支所 警察学校 37

4 高齢者・障害者への理解 鹿児島地方法務局 警察学校 81

5 倫理と道徳の違い､日本人の倫理 外国語学校 警察学校 35

6 青少年健全育成に係る諸対策 県青少年男女共同参画課 警察学校 36

7 民生委員・児童委員の役割 民生委員児童委員協議会 警察学校 36

8 聴覚障害者への理解（手話等） 聴覚障害者協会 警察学校 170

9 更生保護、再犯防止 保護観察所 警察学校 36

10 出入国在留管理等 福岡入国管理局 警察学校 36

11 少年鑑別所の業務等 少年鑑別所 警察学校 35

12 更生保護施設の役割 更生保護施設 警察学校 34

13 福祉体験学習 社会福祉協議会 警察学校 35

14 児童相談所の業務等 児童相談所 警察学校 35

15 ＬＧＢＴＱ＋、女性の人権 鹿児島地方法務局 警察本部 70

16 被害者支援の重要性 大学教授 警察本部 94

17 被害者支援の重要性 大学教授 警察署 80

18 被害者支援の重要性 大学教授 警察署 60

19 被害者支援の重要性 大学教授 警察署 50

20 男女の権利と生活 障害者生活支援センター 警察署 40

21 犯罪被害者の思い 犯罪被害関係者 警察署 32

22 犯罪被害者の思い 犯罪被害関係者 警察署 30

№ 講話内容 部外講師（所属） 受講者場所
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【対応２】取組実績の内容の充実（一部抜粋）



⑵ その他の職務倫理教養
警察学校における講義、警察本部及び警察署等での朝礼や集合教養等にお

いて、事例に基づく小グループ検討会を実施しているほか、震災派遣従事者
の体験談、現場で被災者の人権に配慮したことなどを機関誌に掲載して他の
職員と共有した。

３ 視聴覚教材による教養
各種研修会等において、ジェンダーやアンコンシャス・バイアスに関する

視聴覚教材を活用した教養を実施

事業の成果 令和６年度は、警察学校、警察本部及び警察署等において、部外講師による人権
（定量的評価） 講話を実施し、映像配信も実施した。

受講者からは「自分の行動や考えを見つめ直す機会になった。」「人権につい
て再認識できた。」などの感想が聞かれ、職員の人権に関する理解を深めること
ができた。
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別紙２ 「基本計画（人権尊重の社会づくり条例第６条）」に係る取組実績

所属名 警務部監察課（改革推進室）

事業名 改革推進事業
(取組名)

１ 改革推進委員会において有識者を招へいしての意見交換及び職員に対する
令和６年度 講話
取組実績

開催日 講師
テーマ

改革推進委員会 講話 (※)

鹿児島県 ハラスメントの防止及び
働きやすい職場環境を

R6.11.26 社会保険労務士会 働きやすい職場環境の めざして

会長 三輪全子氏 構築
～ハラスメントが生じな
い職場の共通点～

アンガーマネジメン 部下職員へのコーチング
組織内外における適切

R7.3.10
トに関する専門家 とコミュニケーション方法

なコミュニケーションの
取り方

弁護士
性的マイノリティ及びジ

R7.3.17 永里佐和子氏 人権・ジェンダー ェンダーに関する一般
弁護士 性的マイノリティ

的な理解
新山奈津子氏

西川口榎本クリニッ
ク副院長 「人権尊重(犯罪抑止)」

人権に関する理解と犯
R7.3.31 (精神保健福祉士・ に関する理解不足が組

罪等防止に関する認識
社会福祉士) 織や個人に与える影響

斉藤章佳氏
※ 講話については、全所属に講話映像をリアルタイム配信

２ 職員の心に響く、きめ細やかな職務倫理教養の推進
警務部長による巡回教養を実施～全警察署において27回実施

事業の成果 各講話の受講者からは、「相手のことを理解し、平等な立場で適切な応接に心がけ
（定量的評価） ていきたい。」、「自分の痛みに鈍感な人は、他人の痛みにも共感できないため、自分

が感じたことを表現することが大事という言葉が印象に残った。」などの感想が聞か
れ、また、警務部長による巡回教養の受講者からは、「相手の立場に立った職務執行
が求められることがよく分かった。」などの感想が聞かれ、一定の理解を深めることが
できた。

引き続き、職員の人権に関する理解と認識を深めていく必要がある。
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資料２ー１



4,500人































資料２－２







 資料３ 

令和８年度の取組予定（人権同和対策課） 

 

１ 人権啓発推進事業 

  テレビ・ラジオ等による広報や県民，行政及び企業を対象とした 

講演会や研修会等の開催，啓発資料の作成・配布等 

 

２ 人権啓発交流等事業 

  市町村が設置する隣保館の運営等の助成等 

 

３ 人権施策推進事業 

  ⑴ 県民や有識者等による審議会の開催 

  ⑵ インターネット上の悪質な書き込み等の監視 

  ⑶ 性的指向・性自認に係る理解促進啓発等事業 

   ア 県民の理解促進を図る啓発活動の実施 

   イ 本県におけるパートナーシップ制度のあり方を検討 等  


